
瀬田真（アジア太平洋研究科）

「国連海洋科学の10年」と国際法
―「きれいな海」の実現に向けて―



坂元茂樹「国際法の視点から見る『国連海洋科学の10年』」『学術の動向』26巻1号（2021年）62-64頁。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/tits/26/1/26_1_62/_pdf

https://www.jstage.jst.go.jp/article/tits/26/1/26_1_62/_pdf


国際法（とりわけ海洋法）と科学の関係

研究活動を促進・許

容する国際法規則
研究活動

科学の利用を様々な

形・文脈で規定

科学に対する国際法の主たる役割

1.研究活動の基盤を提供

2.科学の利用を規定

3.科学に関する能力構築・技術移転（科学技術の均霑化）



研究活動の基盤提供(1)

海洋法条約第13部 海洋の科学的調査（MSR）

https://mseta.w.waseda.jp/?page_id=162



研究活動の基盤提供(1)

https://www.jamstec.go.jp/mare3/j/boar

ding/msr/



研究活動の基盤提供(2)

規制の中での科学的例外

(e.g.)ロンドン条約体制

原則として「投棄」を禁止

例外として「科学的及び技術的研究」を第14条に
で規定

海洋地球工学に関する2013年議定書では、「正当
な科学的調査」の場合にのみ海洋肥沃化を行うこ
とが可能（附属書IV）。



科学の利用を規定

BBNJ協定における「best available science（利用
可能な最善の科学）」

原則及びアプローチの一つとして、利用可能な最善の
科学の利用を規定（第7条(i)）

区域型管理手法（ABMT）の提案は利用可能な最善の
科学に基づいて作成されなければならない（19条3項）。

環境影響評価（EIA）の各手続き（スコーピング等）
で、利用可能な最善の科学の利用が規定（31条）



ありがとうございました
m.seta@waseda.jp


	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3: 国際法（とりわけ海洋法）と科学の関係
	スライド 4: 研究活動の基盤提供(1)
	スライド 5: 研究活動の基盤提供(1)
	スライド 6: 研究活動の基盤提供(2)
	スライド 7: 科学の利用を規定
	スライド 8:  ありがとうございました

